
Title 中国における言語景観小攷 : 延辺朝鮮族自治州延吉
市の朝鮮語表示を中心に

Author(s) 植田, 晃次

Citation 言語文化共同研究プロジェクト. 2016, 2015, p. 17-
28

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/57308

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



中国における言語景観小孜

一延辺朝鮮族自治州延古市の朝鮮語表示を中心に－

植田晃次

1. はじめに

中華人民共和国（以下、中国）は漢民族と、認定されているだけで日の少数民族から構成され

る多民族国家とされている。そのうち朝鮮族は、総人口(1ラ332ラ810ラ869人）中、0.14%弱の 1,830,929

人を占めるl。朝鮮族の民族自治区域である吉林省延辺朝

鮮族自治州では、総人口 214.6万人中、朝鮮族は 77.8万

人を占め、全州人口の 36%強、全国朝鮮族人口の 43%弱

にあたる20

中国の少数民族政策の枠組みの中で、朝鮮族の民族語

である朝鮮語が行政・教育・文化等の分野において一定

の範囲で用いられている。「中華人民共和国憲法」・「中華

人民共和国民族区域自治法」・「延辺朝鮮族自治州、伯治条

例」という国家級から地方級の関連法令に基づき、「延辺 写真 1 「条例」公布・施行21周年の横断幕

朝鮮族自治州朝鮮語文事業条例J(以下、「条例」）3が公布・

施行され（写真 1）、様々な面で朝鮮語・朝鮮文字の使用について定められている。

言語景観(linguisticlandscape）に関わる条項として第 9条があり、自治州内の国家機関、企業

体・事業体、社会団体と個人商工業者の公印、看板、賞状、証明書、標語、公告、広告、標識、

道路標識等はすべて朝漢両文字を併用すること、書式の標準は自治州人民政府の関連規定に基

づき執行することが規定されている九この「関連規定」とは、「延辺朝鮮族自治州朝鮮語文事業

条例実施細則J5である。第 7条に「朝鮮文と漢文両種の文字を使用する場合、必ず以下の原則

を遵守しなければならない。」として、 4項目（①字体が規範的であり、文字の大きさが同じでな

ければならない。②横に配列する場合、朝鮮文が前に、漢文が後に、もしくは朝鮮文が上に、

漢文が下になければならない。③縦に配列する場合（向かつての場合）、朝鮮文が右に、漢文が左

1 中華人民共和国国家統計局ウェブサイト＞第六次人口普査数据＞中国 2010年人口普査資料（http：／／阿w.

stats. gov. cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm、2016年 5月 2日最終接続）

2延辺朝鮮族自治州人民政府ウェブサイト＞延辿概況（http://w阿.yanbian. gov. cn/tpl t/xl201203161108174 

3. jspつinfoid二40903、2016年 5月 2日最終接続）

3 1988年 7月吉林省人民代表大会で批准、 1997年 9月・ 2004年 5月同人民代表大会で修正。漢語では「延油

朝鮮族自治州朝鮮i苦言文字工作条例」。
4延辺朝鮮族自治州人民政府ウェプサイト＞政条公汗＞地方法規（http：／／阿w.yanbian.gov.cn/tplt/xl201203 

1611081743. jsp?infoid二 14776、2016年 5月 2日最終接続）。首頁を見る限りでは朝鮮語版のリンクはない0

5 2005年 2月 24日、延辺朝鮮族自治州人民政府第27次常務委員会を通過。
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になければならな

い。④環状に配列す

る場合、左から右に

朝鮮文が外環に、漢

文が内環に、あるい

は朝鮮文が左の半

環に、漢文が右の半

環になければなら

ない。）が示されて
写真 2 多言語表示例（道路標識） 写真 3 多言語表示例（大学の正門）

いる6。これに基づき、朝漢二言語の表示が行われている（写真2・3）。

これまで言語景観の枠組みを示す報告・研究として、庄司（2006）、庄司・パックハウス・クル

マス（2009）、中井・ロング（2011）、井上（2015）などが行われてきた。また、言語景観の枠組みを

提示しつつ内モンゴ、ル自治区の言語景観について論じた井上・包聯群（2015）、「どづぞ」としづ

概念を援用し、日本における多言語表示の体系化を試みた植田（2015a）等の先行研究がある。本

論文が対象とする中国での言語景観を扱ったものとしては、張守祥（2011）、張守祥・薄紅折（2012)

などがある。さらに、エッセイであるが、朴ムニ（2014a・b）は本論文が対象とする延辺朝鮮族自

治州の言語景観について、実例を挙げながら整理している。

2.延辺朝鮮族自治州の言語景観の現状と本論文の対象・方法

延辺朝鮮族自治州の言語景観は、観光地や都市部の街角等に見られる多言語表示と異なり、

「条例」により規定される、義務的なものである点に特徴がある。例えば、へルシンキでの表

示のフィンランド語・スウェーデ、ン語による併記等と共通性を持つ。 1. で見たような法令の

担保を見れば、少数民族政策の下、少数民族の言語が手厚く保護されているかのように感じら

れるかもしれない。しかし、中国の朝鮮語規範について、義務性があるとされる語藁規範です

ら、遵守には実際には書き手の自覚や責任感に期待されており、率先して規範の遵守が期待さ

れる朝鮮語4大新聞ですら非規範的な語葉が日常的に使用される7ことから、言語景観において

も非規範的な、あるいは「条fjtlJ に相反するものが日常的に見られることは想像に難くなしい。

その例として、延辺への高速鉄道開通に関連した新聞記事9はあらまし次のような状況を伝え

ている。当初、高速鉄道の延吉西・理春・図柄・安図・敦化の各駅の朝鮮語看板が全て右側に

誤って配置されていた。これを見た延辺テレビ放送局の金ヨンテク顧問は、 2015年 7月 10日

に「張安順書記に送る手紙」をしたため自治州政務センターを訪れた。その内容は「高速鉄道

6 この「細則」は原文が朝鮮語版・漢語版とも入手できず、美銀国（2013:25 26）によった。

7植田（2000:411 412) 

8同様に自治州内であっても実際の朝鮮語の通用範囲は限られたドメインにおいてである。

9 「看板問題は高速鉄道開通前に解決されなければならないが・・・J吉林新聞ニュース（朝鮮語版）ウェブ、サイ

ト（発表時間： 20158 23 13:43:43、編集／記者：金ヨンヂャ、原稿来源：延辺日報、 http：／／阿w.jlcxwb. 

com.cn/sports/content/2015 08/23/content 161415.htm、2016年4月 22日最終接続）
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の開通は延辺の政治・経済生活において一大事である。だが、高速鉄道駅の看板を設置するに

あたって、朝鮮文と漢文の看板の位置が入れ替わっていることによって、延辺朝鮮族自治州の

イメージに影響を与える可能性があり、現代人のみならず子孫万代にも歴史的な遺憾として残

るだろう。」というものであった。この手紙が 19日に国家交通運輸部に送られ、延辺の党・政

府の指導幹部の積極的な関与によって是正されるに至った。

この記事の後半には、金顧問が延辺日報記者時代に図柄駅の看板の誤りについて当該責任幹

部を訪ねたところ、鉄道部の管轄で如何ともし難いと回答されたことを遺憾に思っていた経緯

もあり今回の行動に至ったこと、同氏がテレビ局勤務時代に規範化に携わっていたことも紹介

している。ここからは、単なる報道記事というより、模範人物を描くことによる啓蒙的性質の

記事とも見倣し得るが、「条例」の「遵守」状況を物語ってもいる。

また、朴ムニ（2014a:35）の「（前略）法的に10朝鮮語・漢語の 2つの文句を併用することになっ

ているが、そのうち朝鮮語は実質上、大韓民国の朝鮮語、朝鮮民主主義人民共和国の朝鮮語、

中国の朝鮮語をみな混ぜて使っている上に、韓国で使う外来語も大量に使用している。その他、

英語・日本語・ロシア語・回族語11、著しくはベトナム語までも程度の差こそあれ使用されてい

る状況である。j という指摘は延辺の看板の表示の多様さについての現状をよく表している。

このような状況で様々な非規範的表示が散見される。朴ムニ（2014a:3乃は、誤った看板の是正

には現状把握が必要であると述べ、（ 1）漢語で作成した看板の文句を朝鮮語に翻訳したもの、

( 2）朝鮮語を漢語に翻訳したもの、（ 3）併用して使用する朝鮮語・漢語が直接対応しないが、

互いに補完しながら、同ーの弘報目標を狙ったもの、（4) 3乃至それ以上の言語（イメージ言

語を含む）を「チャンポン」させ、ひとつの弘報目標をねらったものという 4つに来源を整理し

ている。

本論文では、従来着目されてこなかった中国の朝鮮族民族自治区域である吉林省延辺朝鮮族

自治州の主として朝鮮語表示を中心に、これまでの研究ではあまり関心をもたれてこなかった

「どづぞ」という観点12も念頭に置いて言語景観の観点から基礎的な質的検討を試みる。以下の

3. ～5. で、言語景観の実例を音表記の問題、語葉の問題、生硬な翻訳の問題の 3点から検

討する。なお、基本的には州政府所在地の延吉市で見られたものを対象とするが、市外と黒龍

江省略爾浜市で見られたものも一部参考として含めた。写真は、全て本論文の筆者が 2009・

2013・2015年の 8月に撮影したものである130 

3.音表記

( 1）頭音法則

中国の朝鮮語・平壌文化語・ソウル標準語の現行の規範である『朝鮮語規範集』（2007年）・

10正確には「条例」である。

11 1青真食堂等でのアラビア語表示を指すと思われる。
12植田（2015a）・植田（2015b)

13 u合爾浜市は2010年9月の撮影である。写真中の電話番号等については適宜画像処理を施した。
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『朝鮮語規範集』（2010年）・「ハングル綴字法j(1988年）での頭音法則に関する規定をまとめた

ものが表 1である140

規範 頭音法則に関する規定

朝鮮語 第4項 「し・己」はすべての母音の前で［し・己］と発音することを原則と

規範集 する。（朝鮮語標準発音法第2章）／第 24項漢字語は音節ごとに朝鮮語の現

(2007年） 代発音に従い、書くことを原則とする。（朝鮮語綴字法第 7章）

朝鮮語 第 25項漢字語は音節ごとに該当漢字音通りに書くことを原則とする。（綴字

規範集 法第 7章）／第 5項 re.」はすべての母音の前で re.」として発音することを

(2010年） 原則とする。（文化語発音法第2章）

第 10項 漢字音「叶・』・寺子・叫」が単語の初頭に来る時には頭音法則に従

ハングル い、「叶.Jl.・弁・ OlJ と書く。／第 11項漢字音「時・司・司・豆・弄・司j

綴宇法 が単語の初頭に来る時には頭音法則に従い、「o＂］：・叶・ 4・丘・弁・ 01」と書く。

(1988年） ／第 12項漢字音「斗・司・豆・司・手 .2」が単語の初頭に来る時には頭音

法則に従い、「斗・叫・』・ヰ・午・と」と書く。（第3章）

表 1 現行の各朝鮮語規範の頭音法則に関する規定

平壌文化語の規範は、 L の発音についての規定は見られないものの、頭音法則を適用せず基

本的に中国の朝鮮語の規範と同様である。他方、ソウル標準語の規範は、頭音法則を適用し、

中国の朝鮮語・平壌文化語の規範とは異なる。

だが、写真4～8のような、ソウノレ標準語の表記による例（奇・叶司・叶斗・喧弓・ 1音）が

散見された。また、

写真9は一店舗の看

板に噂唱と守喧の両

者が見られる例であ

る150 写真 10のよう

に、ソウノレ標準語の

表記のものを中国の

規範に合わせて叶を

i.~ に修正したらしい

形跡が残る例も見られた。

写真 4 今 写真 5 cヰ噌

14 中国朝鮮語査定委員会編纂（2007:2・26）、朝鮮民主主義人民共和国国語査定委員会（2010:23・48）、国立

国語院ウェブサイト（http：／／阿w.korean.go.kr/front/page/pageView.do?page id二P000066&mnid二30、2016

年 5月 5日；最終接続）。なお、「ハングル綴字法」の当該項は 2014年の一部改定案でも変更されていない。

15 この写真は植田（2015a:200）でも用いたものである。左右の店で冷麺が噂喧・ '<1l唱と異なって表記されてい

るほか、右の店には 2つの表示が併記されている。
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写真 6 叶λト

写真 9 噂喧／喝唱

さらに、写真 11

～14は、民族自治

区域ではない黒龍

江省略爾浜市の朝

鮮族が比較的多く

住む地域で見られ

た街頭広告類であ

るが、頭音法則を適

写真7 ct!；宮

写真 10 叶母→t.1-1J

JH自主主人｝ 雪生当 E召

主T忍号ifj]_三ro:t!玉季告y亡干．

'I'l"f言｝7／吾 叫すし｜斗

宇1ヲヨ ョヨ卦.137壬："::"!!: 

151-= －τ；：； :._; 

用させないもの（写 写真 12 望号・司召

真 11～13）とさせたもの（写真 14）の両者が見られた。こ

れは実際の発話での揺れ16やソウル標準語の影響を反映

したものと見倣せる。

中国の朝鮮語関係雑誌である『中国朝鮮語文』（中国朝

鮮語文雑誌社）では、しばらく前から、大韓民国や朝鮮

民主主義人民共和国の執筆者の場合、それぞれの規範に

基づく文章をその旨の注記付きで掲載する事例が見られ

た。さらに、近年、中国圏内向けの少数民族語としての

16 これについては植田（2001）で論じたことがある。

21 

写真 8 J主音

写真 11 号室午

1.~ さ守 々 ~ .s: 守

宅｝斗斗

五：／ 53 －~ ~二~ l二三

写真 13 l-1今λト想

全人十旦型

今川包型呈旦己主I叫巳十

cz:l~対 ー 133- :-::7 .-t.:: ~ 

131－＝て包！！！！

151 －，叫r-~ E!: 

写真 14 包奇利



朝鮮語による出版物であるにも拘わらず、特に断りなく韓国の「ハングル綴字法」に基づくも

のが現れていることにも、規範修正の動向を含め規範観を見る上で注意を要する170

(2）漢字音の誤り

朝鮮語の漢字音

に誤りが見られる

場合がある。写真

15・16は1つのバ

ス停表示板の表裏

だが、姑（苦）に対

して、表示板の上

部の公共汽牟停牟

姑には晋否判三三忍 写真 15 停牟姑

ヌト~と~があてられているが、写真 16 の 5 段目打線の

路線図ではバス停名の客這姑に耳岳若18と若があてられ

ている。忍ヌト~が停車点の意の可能性も必ずしも排除でき

ないが、占・粘（碧）などの漢字音との混同と見られる。

また、写真 17の香釣では、朝鮮漢字音で守呼となると

ころに守刊という表記があてられている。『朝鮮語規範集』

(2007年）の「漢語単語の朝鮮語表記法Jに従えば、釣の漢

語音 yue19の朝鮮文字表記

には~l があてられ、 ail は

yeの表記である。しかし、

漢語音が朝鮮語に取り入

れられる際に、扱哨

baoxiaoや面条 miantiao

が表記法通りの叫i砕主

や唖時五とではなく、複母音

が簡略化された盟企や

唖豆という形で取り入れ

られる20のと同様の、ある

写真 17 守吋1

写真 18 牛芸乃子・苓判スト号ヌト平司λl；す・平弁1llf:l・号!ii笹・詞忍号位・ 0トヰ豆

17例えば、朴善姫（2011）・魯錦松（2011）・金順姐（2015）など。最近では中国朝鮮語査定委員会第27次実務会議

が2015年 12月24・25日に開催、規範の修正が行われたというが現段階で詳細な内容を入手し得ていない。

18 この語葉自体、 4. で述べる漢語を直訳（音訳）したものである。

19 以下、漢語の発音を表す際には耕音を用いる。ただし、声調記号は略す。

20 朴石均（1988:11・236)
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いは漢語音 yueとyeの混同に由来する現象と見られる。さらに、写真 18では、宏（弔）に対し

て、 44線の路線図で、バス停名の樹宏家具・宏帰汽貿城に牛菩アト干・菩剖スト号ヌト平『入pすと菩が

あてられている。宏の漢字音を、朝鮮語音の弔ではなく、漢語音の hongを朝鮮文字表示した

ことによる誤りと見られる。なお、この漢字は日本の朝鮮人にもコウという音からの類推で号

と読み誤られることがある九

(3）漢語音の朝鮮文字表記と朝鮮語音の漢字表記

( 2）では漢字音を

朝鮮語音ではなく漢

語音を朝鮮文字表記

してしまったため誤

った例を見た。写真

19には、誤ってでは

なく恐らく意図的に

漢語音を朝鮮文字表

記した例として、言ト

三三互望や喧!f-S!...す2自

が見える。これは、

暗斯旅情や云数貿商

店の部分の漢語音の

hasiや yunshumaoを

非規範的だが朝鮮文

字表記したものであ

る。民族自治区域と

写真 19 型宇互せ祖・吉トと互唱・｜浦添睦日巴

はいえ、圧倒的に優勢な漢語がそのまま朝鮮語に入る、このような例は容易に推測できる。

それに加え、逆に朝鮮語音を漢語（漢字）で表記しようとした例も見られたことはいっそう興

味深い。ミ雪叶斗BARが岡示庄日目と表示されている例は、朝鮮語で「遊びにおいでjの意の量叶斗

に漢字で当て字した｜間示睦 naolewaにパーにあたる漢語の昭を併せて店名にしたものである。

このような命名法は単に朝鮮語音に漢字を当てたということに加え、朝鮮族情緒を醸し出させ

る、あるいは韓国を想起させる、いわば「イメージ言語」もしくは「デザインエレメンツj的

な性質22を持っと解釈できる。

4.語葉

21 ライターの慎武宏氏は姓名のカナ表記を「シン・ムグァンJとしている。ただし、著作権表示では Shin

Mukeong とし、宏が~であることを認識しつつ何らかの理由で号にあたるカナ表記を採っていると見られる。
22 田中・上倉・新坂（2008: 81-82）、柳沢（2010:263-264)
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中国の朝鮮語規範化において、従来その中心課題は漢語の影響による語葉の統制・管理、近

年ではそれに加え、韓国の朝鮮語からの影響による語葉の統制・管理に関するものであったへ

とはいえ、言語を強力に人為的統制・管理下に置くことはほぼ不可能であり、言語景観におい

ても、当然ながらこれらの非規範的な語葉等がしばしば見られる。

( 1）漢語に由来するもの

写真 20～27のように、ソウノレ標準語や平壌文化語では用いられないが、漢語に由来し中国の

朝鮮語では用いられる語葉が見られた。これらの多くはソウル標準語や平壌文化語の話者には

見慣れない語葉であるのみならず、ヰ4干~喧／担幼医院の平弁は富裕、詞祖号111会展中心の詞祖

は回転と同音異義であるため、女性・こども病院やコンペンション・エキシビジョンセンター

が一見すると「どづぞJで珍妙な施設のように見えてしまう。しかしながら、これらの表示が

韓国や共和国の人々を主対象としたものではないことに留意しなければならず、非主対象者が

「01召詩（異質化）」云々などとあれこれ言うべきことではない。

写真 20 司卦せ1l 写真 21 吾匂忍 写真 22 豆電ヰ

写真 23 ♀忍号 写真 24 λf存社 写真 25 吐号信

また、極端な例として、写真 28～30がある。写真2824では鹿戸品の鹿が音訳で号とされてい

るが、朝鮮語表示のみでは意味を理解しづらい。さらに、写真 29では漢語の酒店を翻訳する際

に、語葉の構成要素を漢字ごとに朝鮮語に翻訳し、ホテルが飲み屋になった「どづぞ」で珍妙

23植田（2000:411-412)

24本写真は延吉～白頭山間の土産物販売店で撮影した。おそらく安図県内と思われる。
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な表示になっている。

写真 26 脅-31-苅

写真 30は興豆飯

店というレストラ

ンの店名で興を朝

鮮語の漢字音で菩

と音訳し、豆を「ま

め」にあたる朝鮮語

の固有語で号と意

訳し、重箱読みのよ

うになっている。加

写真 27 卒吾吾叫対 写真 28 号仕菩

写真 29 含召 写真 30 苓菩吐11

えて、吐~も飯店という漢語の音訳語葉である。このように意訳・音訳折衷の混合訳により、

「どづぞ」で珍妙な表示になっているものも見られた。

上で見た主な語葉について、中国の規範的朝鮮語辞典での立項状況を表2に示す250 

(0：立項あり、×：立項なし、ム：立項なしだが備考欄を参照、辞典名は注 25を参照）

写真 朝鮮語 漢語
規範的朝鮮語辞典

朝辞 小辞 標準
備考

20 司主干す~ 百貨商店 。 × × 

21 吾官J宮 出入境 L':-.1 L':-.2 L':-,.3 
L':-.1～L':-,.3で吾弓、官3宮

は立項

22 豆坦平 教研部 ムl × ム2
ムl でJ]L~~ ・豆坦至、

ム2で豆喧呈は立項

25延辺社会科学院言語研究所（2002）、延辺社会科学院言語研究所（2005; 20093）、延辺朝鮮語規範委員会（2010)

によった。表 2では、順に「朝辞」・「小辞」・「標準」と略記する。延辺社会科学院言語研究所（2005;20093）は

中国で刊行された初の朝鮮語辞典『朝鮮語小辞典』（延辺朝鮮族自治州歴史言語研究所編纂、民族出版社、

1980年＊）の修正増補版である。
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号司喧 中医院 .6.1 .6.2 
.6.1で号QJ唱唱、ム2で

18 × 
号QJは立項

18 ヰ千ト1=M喧 担幼医院 .6. × × Aで芋千ト且忍土は立項

23 ♀コ宮云干 曲目政局 × × .6. Aで♀司は立項

24 λ十再苦 柏案惜 × × × 

25 吐音量 亦公室 × × × 

26 昔斗ヌ1 合作赴 × × × 

27 辛そ社司ヌ1 后勤管理処 × × × 

18 詞在号｛｝ 会展中心 × × × 

表 2 規範的朝鮮語辞典における中国の朝鮮語語葉の立項状況

これらは基本的に漢語から直訳あるいは音訳した（漢語の語葉を朝鮮漢字音で読み替えた）も

のである。司司せ吾のように規範的な語葉として辞書に立項されているものもあるが、吐号4立

や♀78号のように日常的に頻用されるものの立項されてはいない語葉26も見られる。写真 24で

は、楢案憎がλT弄苦とされているが音訳したす吐苦のほうがよく用いられるように思われる。

(2）外来語表記

外来語表記に関する例も見られた。前掲写真 18 に見られる号すoトヰ~／京方公寓ではマンシ

ョンに当る部分がoトヰEと表示されているが、ソウル標準語の表記によるものであり、中国の

朝鮮語では斗叫Eが規範的な表記である。

写真 31の主主唖寄土安量子Ol/玖玖苑黒

牛焼鰐では、日本の叙々苑との関係の有無は

不明だが、朝鮮語表示にはジョジョエンを朝

鮮文字表記したらしい主主唖が含まれてい

る。ただし、中国の『朝鮮語規範集』（2007

年）の「『外国語表記法』統一案Jでは、語末

の「ン」はしではなく oで表記されるため、

主主唱となる（韓国の表記では主主唖）。さら

に興味深い点は、漢語表示でジョジョに当る

部分が日本語音を漢語（漢字）で当て字表記

したと思われる玖玖苑 jiujiuyuanというも

のになっている点である。この表示には、と
写真 31~壬歪唖／玖玖苑

もに日本語から、あるいはジョジョエン→互主唖→玖玖苑の順に作成された形跡が垣間見える。

26 これらの一部については、本論文の執筆者が執筆・校闘を担当して『朝鮮語辞典』（小学館・韓国金星出版

社共同編集、小学館、 1993年）に実際に用いられた例文を付し、非規範的なものも含め立項したことがある。
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5. 生硬な翻訳

「条例」により、延辺朝鮮

族自治州では二言語表示が

行われるわけで、あるが、朝

鮮語表示において、ことに

スローガンの類で、写真 32

～34のような、漢語を基と

して朝鮮語に直訳されたと

見受けられる生硬な朝鮮語

のものが散見された。順に

「喧喧会 豆叫豆 曹司会 写真 32 包唱会豆叫豆・・・

な詩きト叶荘司会主互言トスト（延辺を土台として協力を強化

し発展を図ろう）」、 「司l号吐吾91型金互0トヰ弁きトユ工

1Bす玉~JI ／.~司司 01.J工主主午吾三工帯主ヰを包型金祖霊許スト

（民族団結の力を合わせて、豊かで、開放され、生態的で、

調和のとれた幸せな延辺を建設しよう）」、「スl王平君営舎

な詩許叶菅列l苦言トヨ工互干三宮曹司ス1スト（指導部建設を強

化し、共に働き、みな清廉になろう）」というものである。

6. おわりに

写真 33 耳l号吐召詞習会旦oト・・

笠 畳

写真 34 スl玉三平忍電舎な詩古ト叶・・・

現行の『朝鮮語規範集』（2007年）では、総 724頁のうち 679頁が語葉規範に割かれ、語葉の

規範化に並々ならぬ「努力」が傾けられている。また、規範化推進の立場からは、行政主導の

キャンベーン的取り組みや「条例の修正で、暖昧になった違反行為への罰則規定を明確化すべき」

との教訓的見解が見られもする27。一方、現状を批判的に見ながらも、「もちろん看板の文句を

規則で規制するということはたやすいことではなく、一日二日の聞に解決できることというわ

けで、はいっそうない。」という現実的意見も見られるお。

植田（2015a:204・205）で、は、歴史的に見て「どづぞ」がなくならないという予測を述べた。本論

文で検討した点からは、さらに多言語・多文化が併存しようとする中での言語文化の枠組みと

いうものは画然としないという面からもこのことが言えるであろう。『朝鮮語規範集』（2007年）

が「はじめにj で「朝鮮半島の統ーが遂げられたその時に至っても圏内の朝鮮語規範化作業は

依然として存在することになるだろう。」と調っているように、現実と規範化のせめぎあいは続

27 「延吉向不規菰市面用i吾物宣峨」延迫新聞岡ウェブ、サイト（http:I /w阿 .ybnews. cn/news/local/201202/13 

3039.html、2016年5月2日最終接続）、チョンニユンギル「看板規範化、はっきりした賞罰措置必須」『延辺
日報』ウェブ、サイト（朝鮮語版） (2015. 4. 2、http：／／阿w.iybrb. com/ope vew.aspxつid二 1760、2016年4月 22日

最終接続）
28朴ムニ（2014a:37)
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くのであろう。
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